
このリーフレットを手にしている新任民生委員の方は、生活福祉資金の仕組みについて分からない
ことや、今まで関わったことのない世帯に関わることに戸惑いがあると思います。
そんな時は、担当地域の先輩民生委員や地区の民児協、お近くの社協にご相談ください。きっと先

輩方や民児協はこれまでの経験で蓄積しているノウハウを教えてくれますし、社協は仕組みに関して
教えてくれることでしょう。
生活福祉資金を借り入れ、困難を抱えている世帯は民生委員や社協など様々な人の関わりによって、

課題解決や自立をめざします。世帯に関わる民生委員にも、先輩方や民児協、地域の協力者、社協な
ど様々な人が活動を応援してくれます。互いに協力する仲間として、安心・安全な地域づくりをめざ
していきましょう。

地域の方々の困りごとに寄り沿う際、知っておくと心強い社会資源のひとつとして、
生活福祉資金貸付制度をご紹介します。

これは、生活課題のある地域住民の自立をめざし、みなさまと社協が一緒に支援していく制度です。
このリーフレットでは、制度の概要と民生委員・児童委員活動のなかで

ご協力いただきたいことについてまとめました。
みなさまの活動の一助となれば幸いです。

生 活 福 祉 資 金 を
活用した住民支援
〜民生委員・児童委員活動を通した取組〜

このような相談を受けたら、
　　　　　思い浮かべてください

自宅にエアコンを
設置したいが、
お金が足りない

子どもを大学に
通わせたいが、
　　費用を払えない

社会福祉法人　全国社会福祉協議会
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生活福祉資金貸付の審査や、見守りの経過を共有するために民生委員に記入のご協力を
いただく場合がある書類があります。

①民生委員調査書（意見書）
社協が貸付の審査や返済の猶予の審査をするときに使う書類です。民生委員からみた世帯の状況を

社協に教えていただくものです。当該世帯の状況が分からない場合などは、市区町村社協にその旨お
伝えください。
②支援記録票
見守りの際の内容を記録する書類です。民生委員同士や社協の担当者と民生委員で生活福祉資金を

借りた世帯への関わりの状況を共有するものです。
※いずれも個人情報が含まれる書類です。しっかりと管理いただきますようお願いします。

制度に関わる書類について 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

民生委員活動の原則に「継続性の原則」があります。これは、福祉
問題の解決は時間をかけて行うことが必要であり、民生委員の交代が

あった場合でも、活動は引き継がれ、継続した対応を行うというものです。
しかし、民生委員が借受世帯の状況確認等を行う場合、特に面識がない

場合は、何の用件もなく借受世帯を訪問することは難しいかもしれません。
そこで貸付事業の関係書類を届ける等の機会を活用して、借受世帯との関係
づくりをしていただくことが考えられます。また、引継ぎの際に先輩民生委
員や社協の担当者と一緒に世帯を訪問することも有効です。

困りごとのある方は、誰にも相談ができず孤立してしまうこともあ
ります。民生委員のみなさまの見守りがその方と地域とのつながりを

支えます。また、その方の状況を社協に伝えていただくことで、社協がその
地域の困りごとを把握することにつながります。

貸付の相談は、たとえ貸付につながらなくても、その世帯の課題解決に
向けた支援を始める大切なきっかけとなります。

なぜ民生委員の
関わりが必要な

のでしょうか。

新たに民生委員
になった時点で

は、面識がない世帯へ
の訪問に抵抗感があり
ます。

よ く あ る 質 問

令和7年11月

※�本貸付事業への関わり方については、都道府県ごとで異なる可能性があります。詳細については、都道府県社協
あるいは市区町村社協にご確認ください。



本貸付事業は、貧困世帯の「防貧」「自立更生」を図るため、全国に広がった民生委員・児童委員（以
下「民生委員」という。）の「世帯更生運動」が原点となり、昭和30年に「世帯更生資金貸付制度」
として創設されました。
その後、時代のニーズに合わせて資金種類の充実が図られ、平成2年には名称が「生活福祉資金貸

付制度」になり、平成21年度にはリーマンショック後の雇用状況に対応するため制度全体の見直し
が図られました。現在は、平成27年に施行された生活困窮者自立支援制度の関連事業として位置づ
けられ、世帯支援のひとつとして活用されています。
本制度は、都道府県社協を実施主体としていますが、相談窓口は市区町村社協が行います。

  困りごとによる活用例（申請後に都道府県社協による審査があります）

ほかにも資金種類や条件があり、貸付が可能なことがありますので、相談を受けたら、社協につな
いでください。

● �初回給与や年金、生活保護等が支給されるまで
の生活費が必要。

● 医療費の支払いにより、生活費が不足した。
● 災害により避難し、手元に現金がない。� 等

● �後日免除になる入学金を一時的に立て替える必
要があるが、支払えない。

● 高校・大学等への就学費用を借りたい。
� 等

● 継続して持家である自宅で生活したいが、
　 安定した収入がない。
� 等

● 失業し、生活に困っている。
● 再就職するまでの生活費を借りたい。
� 等

住民税非課税程度の
低所得世帯貸付対象 ▶ 65歳以上の

高齢者がいる世帯障がい者がいる世帯　

困っている世帯を社協に教えてください

困りごとは、様々な要因が関係した結果であることも多く、生活福祉資金を貸すだけでは困りごと
が解消しないことも多くあります。民生委員の活動を通して生活に困っている世帯を発見した場合は、
お近くの社協に教えてください。社協として相談を受け止め、生活福祉資金や他の制度との連携によ
り困りごとの解消につなげます。

また、新型コロナウイルス感染症拡大のなか、社協で実施された特例貸付の借受世帯のなかには、
現在連絡が付かず、生活状況の確認ができていない世帯が多数存在します。困りごとがある世帯が一
定数いらっしゃることも想定されるなか、そのような世帯に関しても発見した場合は、ぜひ社協に教
えていただければと思います。

困っている世帯を見守ってください

生活に困っている世帯が
困りごとを解消するまでに
は時間がかかり、またその
間に新たな困りごとが出て
くることもあります。その
ため、民生委員には困りご
とがある世帯の、その後の
様子を見守っていただけれ
ばと思います。見守りのな
かで、新たな困りごとの相
談などがあった場合は、社
協に教えてください。見守
りのなかで、貸付の返済に
ついて相談された場合も、
社協に教えてください。返
済の督促は社協が行いま
す。督促を民生委員にお願
いすることはありません。

本貸付制度は、借り入れ
の相談先である市区町村社
協との連携が重要ですが、
必要に応じて、生活困窮者
自立支援制度の関係機関と
も連携していくことになり
ます。実施主体である都道
府県社協、市区町村社協、民
生委員の役割と生活困窮者
自立支援制度との関係は、
右図のとおりです。
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制 度 の 沿 革 民 生 委 員 に お 願 い し た い こ と

制 度 の 概 要

地域生活の維持や、よりよくするため
に一時的に必要な経費の貸付

福祉費

失業等により収入が減少し、生計の 
維持ができなくなった世帯への貸付

総合支援資金

緊急的かつ一時的に世帯の生計維持が
困難となる場合の貸付

緊急小口資金

高校・大学等への就学に
必要な経費への貸付

教育支援資金

お住まいの居住用不動産を担保にした
生活費の貸付

不動産担保型生活資金

● 熱中症対策のためエアコンを購入したいが、
　 費用が足りない
● 住居の環境を整えるため、住宅を改修したい。
● 引っ越しや葬儀の費用が足りない。
● 技能習得のための費用が足りない。
● 災害により、住居を失った。� 等

課題の発生

●緊急的な
費用の支払

●失業

●進学

●入院
●介護

生活福祉資金を活用した住民支援のイメージ

●資格取得

●住宅環境
の整備

安安定定ししたた生生活活・・自自己己実実現現

病院

不動産鑑定士

フードバンク

就労支援機関
・若者サポートステーション
・中高年就職支援センター

学校

地域包括支援センター

障害者相談支援事業所

弁護士

ハローワーク

滞滞納納のの発発生生はは
世世帯帯かかららののSOS

生活福祉資金

民民生生委委員員（（民民児児協協））
ととのの連連携携

・困りごとを抱えた住民
の発見、見守り

生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援
制制度度ととのの連連携携

・自立相談支援事業
・家計改善支援事業
・就労準備支援事業

・子どもの学習・生活支援事業社社協協事事業業ととのの
連連携携

・CSW
・日常生活自立支

援事業
・独自貸付 他

行行政政ととのの連連携携
・生活保護課
（福祉事務所）

・子ども家庭支援課
・介護保険福祉課 他

生活の質を維持するため
の貸付
⇒福祉費、

不動産担保型生活資金

緊急的な貸付
⇒緊急小口資金

相談者の状況に応じた迅速な
貸付を実施。

一時的な費用の支払が必要な
背景について分析し、貸付の
みで終わるのではなく、その課
題解決に向けた支援が必要。

本人の就労支援や修学支援を
他機関等と連携して実施。

貸付後にも新たな課題が発生
しやすいことが考えられ長期的
な見守り支援が必要。

これまでの生活を維持し、変わ
らず地域で生活していくため、
地域の支援機関とも連携しな
がらの見守り支援が必要。

将来の経済的な自立に
向けた貸付

⇒教育支援資金、
総合支援資金

貸
付

相
談
支
援

社社協協ととししててのの相相談談のの受受けけ止止めめ

課課題題解解決決・・自自立立にに向向けけたた支支援援

再再びび課課題題解解決決にに
向向けけたた支支援援のの実実施施

(償償還還指指導導)
・再アセスメント

・他機関へのつなぎ
・償還猶予等の支援

社社会会資資源源とと連連携携ししたた
ニニーーズズのの発発見見とと支支援援のの実実施施

 ＋ 相談支援相談支援   ⇒世帯の生活の安定、経済的自立をめざす

活動について 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

《県社協、市区町村社協、民生委員の役割と生活困窮者自立支援制度》

《生活福祉資金を活用した住民支援のイメージ》

◆都道府県社協
○ �本貸付制度の実施主体であり、貸付にあたっての審査や送金業務、貸付後の債権管理業務など、貸付
業務全体について責任を有する。

○ �借受世帯への直接的な相談支援は市区町村社協や民生委員が行うことから、情報共有に努め、効果的
な支援につながるよう支援する。

◆市区町村社協
○�貸付窓口業務や借受人の状
況確認、相談支援など、借
受人に直接対応する業務を
行う。
○�民生委員と連携しながら、
借受世帯の生活状況や生活
課題等を把握し、県社協に
情報提供を行う。

◆民生委員
○�住民に対する本貸付制度の情報提供、利用支援を行
う。
○�借受人と同じ地域に住む住民同士という立場から、
世帯状況の把握や見守り支援、励まし対応などによ
り、社協では難しい細やかな対応が期待されている。
○�長期にわたる支援期間においても身近な立場で関
わってもらうことができることから、引き続き重要
な役割を担っている。

◆生活困窮者自立支援制度

・相談窓口業務等の委託、受託
・償還業務への協力等

・総合支援資金等の貸付時の連携（要件化）
・支援調整会議への参画等

・制度に関する情報提供、研修
・借受人に関する状況報告等

・連携、協力
　(�調査意見書
記入等)

・生活困窮者のつなぎ、情報提供等
・支援調整会議への参画（必要時）


